
　消費者庁では、毎年５月を「消費者月間」とし、安全・安心で豊かにくらすことがで
きる社会を実現するため、関係行政機関と連携して各種啓発活動を実施します。 
　この月間を通じて、悪質商法の手口を知り、被害に遭わないようにしましょう。 
☆　具体的な最新トレンドと手口　☆ 
　(１)最新トレンド～　若者から高齢者までの幅広い年齢層を狙う「後出しマルチ」・
　　　　　　　　　　投資・情報商材 
　(２)手口～　SNSやマッチングアプリで接近し、「必ず儲かる」「楽に収入が得られ
　　　　　　る」とマルチ商法やFX等の投資話（情報商材）を執拗に勧誘する。 
　(３)特徴～　最初はマルチだと隠し、契約直前や契約後にマルチの仕組みを説明する
　　　　　　が、借金をさせてまで高額な契約を迫るケースが多い。 
☆　早期に相談を　☆ 
　　悪質業者にお金を払い、期間が経過してから警察に相談に来られる方が多く見られ
　ますので、「変だな」と思ったら、早めに警察等に相談してください。 

　栃木県内では、令和７年中自転車が関係する事故は人身事故の約３割を占めています。 
　そのうち自転車の７割以上に何らかの法令違反があるため、自転車対策が喫緊の課題
となっているところですが、令和７年中の自転車事故の状況については、発生件数1063
件（前年比－３）、死者数８人（前年比＋１）、負傷者数1044人（前年比－８）、負傷者
のうち重傷者数は131人（前年比－35）となっています。 
　自転車が関係する事故の当事者1079人のうち、高齢者が
328人（30.4％）と最も多く、次いで高校生が235人（21.8
％）であり、高齢者と高校生で過半数を占めています。 
　事故類型別では、自己転倒などの単独が442件（41.6％）
と最も多く、次いで出会い頭が316件（29.7％）、右左折時
事故が213件（20.1％）となっています。 

～ 自転車に乗るときはヘルメットをかぶろう ～ 

　「自転車とヘルメットはワンセット」を合言葉に、自転
車を利用する際は、頭部保護に効果のあるヘルメットを必
ず着用し、自分の命を守りましょう。 

～ 命を守る反射材について ～ 

　自転車に反射シールや反射材用品を付けることは交通事
故防止に非常に有効です。 
　また、自分自身も靴に反射シールを貼り付けたり、反射
タスキ等の反射材用品を身に着けたりするなど目立つよう
に心掛け、周りの人や車に自分の存在を知らせましょう。 

～ 自転車指導啓発重点地区・路線について ～ 

　重点地区・路線は、自転車の通行量・自転車関連の交通
事故発生状況等を踏まえ、地域の実情に応じて選定し、広
報啓発や指導取締りを強化しています。 
　各警察署が選定している重点地区・路線は、右のコード
から、県警ホームページでご確認ください。

自転車の安全で適正な利用の促進について

消費者庁主催の「消費者月間」について

裏面もあります。



【交通反則通告制度（青切符）導入！！】 

令和８年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導入されました。 

自転車安全利用五則等を遵守し、安全で適正な利用をしましょう。                    

  交通反則通告制度   

「反則行為」をした１６歳

以上の運転者が取締りを受

けると、青切符（反則行為

となるべき事実の要旨等が

記載された書面）が交付さ

れ、定額の反則金の納付が

通告されます。通告を受け

た者が反則金を納付したと

きは、刑事手続へは移行せ

ず、起訴されない（いわゆ

る「前科」もつかない）制

度をいいます。 

 

　　　　　　　　 　　　　　～ 自転車運転者講習について ～　　　　　 

　自転車運転中に

危険行為を繰り返

す（３年のうちに

２回）と、自転車

運転者講習の対象

 となります。

　講習の対象とな
り、受講命令に従
わなかった場合、
５万円以下の罰金

 となります。
　自転車を運転す
る際は、ルールを
遵守し、交通事故
を防止しましょう。 
 

 

 

 

 
 
 

 　
　自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切符）が導入されたことは、新聞やニュース
でも大きく報じられ、警察でも広報を実施して周知しているところであり、「知らなかっ
た。」は、言い訳になってしまいます。この機会に制度と交通ルールを理解しましょう。

   ～保護者の方は、お子様等への指導をよろしくお願いします。～


